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「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する 

附帯決議に基づく政府における検討結果」 
に対する意⾒書 

 
「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議に基づく政府における検討結
果」について、以下の通り意⾒を申し上げます。 
 

結論 
 

①  「内親王・⼥王が婚姻後も皇族の⾝分を保持することとすること」について。 
条件付き賛成。必要であるならば、皇室の「先例」に従って進めていただく。 
 
② 「皇族には認められていない養⼦縁組を可能とし、皇統に属する男系の男⼦を皇族とす
ること」について。 
賛成。可及的速やかに実⾏すべき。 
 
③ 「皇統に属する男系の男⼦を法律により直接皇族とすること」について。 
賛成。可及的速やかに実⾏すべき。 
 
以下、理由を申し述べます。 
 

記 
 

我が NHK 党は「⾃由を守り⾃由度を⾼めるため⾏動する」ことを基本理念として掲げて
おり、当事者の意思を最⼤限に尊重すべきという⽴場です。 

皇位継承問題に関しましても同様の⽴場であり、秩⽗宮殿下の際には⾏われなかった⽴



皇嗣の礼が⾏われたことから、将来は秋篠宮皇嗣殿下へ、更には悠仁親王殿下へ皇位を継承
していくことが天皇陛下の⼤御⼼と解釈いたしております。 

これは報告書にもあるように、第 126 代今上天皇陛下まで⼀度の例外もなく、皇位が男
系継承されてきた皇室の伝統に則ったものと理解致しております。 

現⾏憲法の下での、上皇后陛下、皇后陛下、皇嗣妃殿下の例にみるように、⺠間⼈の⼥性
が皇族になった例は数多くあります。⼀⽅、⺠間⼈の男性で皇族になった例は、⽇本の歴史
で⼀度もありません。皇位の男系継承は⺠間⼈の男性を排除する男性差別とみることも出
来ますが、それこそが皇室の伝統であり⽇本の歴史そのものでありますので、⼀時の価値観
で判断し軽々に変更して良いものではありません。皇位の男系継承という皇室の伝統を変
更することは、⽇本の歴史の断絶を⽣むと考えます。そもそも差別とは合理的な理由のない
区別のことであり、⺠間⼈男性が皇族になることが出来ない理由は明確に存在するため、男
性差別ではなく合理的区別であると理解しております。 

 
NHK 党は綱領の前⽂に「⽇本の国⺠、⽣き物、環境、⽂化、伝統など⽇本を守る保守政

党であり続ける」と謳っており、皇位の男系継承という伝統を守っていくべきであるという
⽴場であります。しかし、現状の皇室典範のままでは、悠仁親王殿下が御即位されたときに、
皇族が⼀⼈もいなくなってしまうという可能性が残されます。 

 
我が国は、初代神武天皇の伝説以来、皇統断絶の危機の度に傍系継承により、その危機を
回避してきた歴史があります。絶対に⼦どもが⽣まれる技術が存在しない以上、皇位の継承
は常に不安定です。だからこそ、その時代に⽣きる国⺠が、皇室の未来を守らねばならない
と考えます。歴史に学び将来の皇統断絶の危機に備えるためにも、有識者会儀が提⾔した
「皇族には認められていない養⼦縁組を可能とし、皇統に属する男系の男⼦を皇族とする
こと」「皇統に属する男系の男⼦を法律により直接皇族とすること」の⽅策を、可及的速や
かに実⾏すべきと考えます。 

この「皇統に属する男系の男⼦」とは、所謂「旧皇族」の⽅々であると理解しております。
この「旧皇族」の⽅々は伏⾒宮家の⼦孫であり、⼗親等以上も⾎縁が離れた継承は、確実な
歴史においては第 99代後⻲⼭天皇から第 100代後⼩松天皇以外、先例がないという点は慎
重に検討し、国⺠の理解を得るべき問題です。 

 
この問題は明治天皇も昭和天皇も御認識されており、伏⾒宮系統の⽅々との婚姻を進め

られました。また、伏⾒宮系統の⽅々は皇籍離脱後も、「菊栄親睦会」を通じて皇室との交
流が継続していると聞いております。そして、伏⾒宮家は、本来は永代親王家であり、「五
世の孫」の原則の重⼤な例外であり、神武天皇に連なる「もう⼀つの皇室」です。 

 
皇位継承問題を考える際に「直系」は重要な要素です。しかし皇室の伝統において優先さ



れるのは「直系」よりも「男系」です。そして、皇室が最も尊ぶ「先例」という点において、
「旧皇族の男系男⼦の皇籍取得」には、例えば第 59 代宇多天皇や第 60 代醍醐天皇をはじ
めとする先例があります。 

 
このような点を踏まえれば「旧皇族の皇籍取得」は国⺠の理解を得られるものと期待して

おります。 
また、以下の点につきましても強く要望致します。 
 

1. 悠仁親王殿下を警備する体制の強化すること 
2. 悠仁親王殿下の御公務を極⼒軽減し、御公務よりもお妃様探し、お世継ぎ作りに配慮す
ること 
3. 御学問所を再興し、皇族に適した学習環境を整備すること 
4. 根拠のない皇室バッシングには政府が毅然と対処すること 
5. 皇族の存続を経済⾯で⽀えるため、内廷費を⾒直すこと 
6. 「旧皇族」の⽅々に皇籍復帰していただき、皇室会議に占める皇族の割合を増加させる
こと 
7. 敬宮愛⼦内親王殿下、秋篠宮佳⼦内親王殿下、皇籍を取得していただく「旧皇族」の⽅々
のご結婚に配慮していただくこと。その際に「⼥性宮家」が必要であるならば、皇室の「先
例」に従って進めていただくこと。 
 

以上 


